
【 発 行 体 】
【 格 付 け 】
【 償 還 日 】
【 受 渡 日 】
【申込単価】

【残存期間】
【買付単価】
【 為 替 】

【買付代金】

※上記条件は2025年9月4日に当社によって提示されたものです。実際のお取引に際しましては、同一の条件で約定す
るものとは限りません。詳しくは下記連絡先までお問合せください。

利回り

年 （ユーロベースの最終利回り・年複利ベース）4.41％

フランス共和国
Aa3(Moody’s)/AA-(S&P) 
2060年4月25日(現地時間)
約定日より原則 3 営業日目
10,000 ユーロ以上
10,000 ユーロ単位

商 号 等 ：益茂証券株式会社
金融商品取引業者 / 北陸財務局長 ( 金商 ) 第 12 号

加入協会：日本証券業協会
本 店：〒910-0006 福井県福井市中央 3-5-1

TEL:0776-23-2830( 代 )  FAX:0776-21-9666http://www.masumo.co.jp

割引国債
の特徴

割引国債とは、利息としてクーポンが支払われない代わりに、額面より低い価格で発行
されるものです。利付債のクーポンとしての期間収益は、償還時に得られるべき償還差
益(期間中なら所有期間差益)に代えられます。

フランス割引国債理論価格

上記シミュレーションはあくまで理論価格を表現したものであり、将来における成果をお約束するものではありません。

既発ユーロ建てゼロクーポン債
2060年4月25日満期

発行体格付け：Aa3（Moody’s)

フランス割引国債
（ストリップス債）

フランス割引国債
（ストリップス債）
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単価

約34.66年
22.439ユーロ
173.49円
(当社基準レート＋1円) 
(10,000 ユーロの場合 ) 
円ベース【389,294円】



本債券の主なリスク

手数料などの諸費用について

売買等に関する留意事項

税制に関する留意事項（法人を除く）

無登録格付について

●本債券の購入は相対取引となるため、購入対価のみをお支払いいただきます。

●本債券の売買にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定し

た為替レートを使用いたします。

●お申し込みの際は、必ず「契約締結前交付書面」に基づき、ご確認、ご理解のうえご自身の判断で、

お申し込みください。

●償還金のお受け取りは、原則として償還日の翌営業日以降となります。

●本債券の買付には、「外国証券取引口座」の開設（口座管理料は無料です）が必要となります。

●本債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません。（金融商品取引法の第37条の6の規定

の適応はありません）

●本債券の買付は円貨でのご入金となります。また、償還金も円貨でのお支払いとなります。

●弊社及び関係会社、役職員が、当該債券について自己売買又は委託売買取引を行うことがあります。

●途中売却による譲渡益および償還差益については譲渡所得として20.315％を乗じた額が課税されま

す。

●譲渡損および償還損が発生した場合、株式・株式投資信託等の譲渡所得との損益通算ができます。

●今後、税制当局により税制について新たな変更が行われた場合は、それに従うこととなります。

本資料において使用される格付けについて、以下に掲げる当該信用格付付与者は金融商品取引法第66条

の27の登録を受けておりません。無登録格付に関する留意点につきましては、無登録格付に関する説明

書をご覧ください。

◎ムーディーズ・インベスターズ・サービス

◎S＆Pグローバル・レーティング

価格変動リスク

金利変動リスク

為替変動リスク

信 用 リ ス ク

カントリーリスク

流 動 性 リ ス ク

：途中売却の場合は、金利変動等による債券価格の変動により、投資元本割れの

恐れがあります。

：金利の上昇等による債券価格の下落により、損失を被ることがあります。

：為替相場の変動により、円貨によるお受け取り金額は増減し、損失を被ること

があります。

：発行体の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により

投資元本割れや利金の支払いが遅延または不払いとなる恐れがあります。

：通貨発行国の国情の変化（政治・経済・取引規制等）により、投資元本割れや

途中売却ができなくなる恐れがあります。

：本債券の債券価格は為替相場の変動や、市場の金利水準等の変化に対応して変

動するため、換金額が投資元本を著しく下回り、損失が生じる恐れがあります。

自然災害等不測の事態により金融商品取引市場が取引を行えない場合は、売買

執行が行えない場合があります。

●

●

●

●

●

●


	スライド 1
	スライド 2

